
　日頃より道路行政にご理解とご協力頂き厚くお礼申し上げます。

このたび、皆様方の地域において、堀割橋の塗装工事に伴い交通規制を実施致します。

工事期間中は、ご不便をおかけ致しますが何卒ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。

橋の上で昼間片側交互通行規制を行います。

車道：片側交互通行

歩道：片側通行止め（反対側の歩道に迂回をお願いします）

期間：令和 ６年 2月 中旬頃 ～ 令和 ６年 3月 下旬頃まで

規制時間： 午前９：００ ～ 午後５：００ まで（休日・夜間全面開放）

※天候等により前後する場合があります。

　・塗装塗替工 A＝３８０ｍ２

　・仮設吊り足場工 A＝１２０ｍ２

＜注意事項＞

※ 工事場所は大変危険です。バリケード等で囲まれた中には立ち入らないで下さい。

特に、お子様にはご注意をお願い致します。

※ 期間中の工事現場及び周辺は、車道は片側交互通行となります。

歩道は片側通行止めとなります。(反対側の歩道は通行可能です)

案内看板及び交通誘導員によりご案内致しますので、ご協力をお願い致します。

※ お気付きの点がございましたら、問い合わせ先まで、ご連絡下さるようお願い致します。

0256-78-8571

　新 潟 市 土 木 部   西 部 地 域 土 木 事 務 所　

　ムラタ興業株式会社　新潟支店

発 注 者

　ＴＥＬ

工 事 受 注 者

休 工 日 土曜日、日曜日  　※ただし天候等の都合により工事を行う場合があります。

交通規制

主な工事内容

工事の問い合わせ先

工　　期
令和 ５ 年 １１ 月 １０日 ～ 令和 ６ 年 3月 31 日

工事着手予定日　令和 ６ 年 2月 中旬頃（予定）

　　　　　　　　　令和 ６年 ２月 吉日

新潟市　土木部　西部地域土木事務所

文京町五十嵐二の町線２号「堀割橋」
塗装塗替工事に伴う交通規制のお知らせ(お願い)

工  事  概  要

工 事 名
令和５年度　西土第28号

文京町五十嵐二の町線２号堀割橋塗装塗替工事

工事場所 新潟市　西区関屋堀割町　地内

回 覧

交 通 規 制 図

堀割橋

関屋分水路

関屋堀割町

文京町

堀 割 橋 全 景 写 真

S=1：5000

車道：片側交互通行範囲

西区方面 中央区方面

関屋分水路

工事箇所

期間：令和６年２月中旬頃～令和６年月３月下旬頃まで

時間：午前９：００～午後５：００まで（休日・夜間全面開放）

※天候等により前後する場合があります。

歩道：片側通行止め(上流又は下流)
（規制側の歩道を通行止めとします）

（反対側の歩道へ迂回を願います）

P1 P2 P3 P4
A1


